
◇　横浜市外から南区に引っ越してこられた方の区役所での主な手続のご案内です。

◇　各手続の詳細については、担当窓口にお問い合わせください。 南区役所

手続が必要な場合 手　　続 手続に必要なもの 担当窓口

横浜市外から南区に
引っ越してきたとき

転入届
（引っ越してから14日以内に
　手続をしてください。）

□転出証明書

□本人確認書類（※）

□マイナンバーカード（お持ちの方のみ）
□在留カードまたは特別永住者証（外国籍の方のみ）
　

　＊海外からの転入の場合は、転入する方全員分の旅券、戸籍謄本（戸籍全部事
　　項証明書）、戸籍の附票をお持ちください。外国籍の方は在留カードをお持ち
　　ください。（横浜市に本籍のある方、外国籍の方は、 戸籍謄本（戸籍全部事項
　　証明書）・戸籍の附票は不要です。）
　＊代理人（本人、同一世帯の方以外）が手続をする場合は「委任状」と代理人の
　　 本人確認書類をお持ちください。
　＊マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)をされ
　　 た方は、窓口にカードをお持ちください。

印鑑登録をする 印鑑登録申請

マイナンバーカードを作る
マイナンバーカード交付申請
書の取得

電子証明書を発行する
電子証明書新規発行申請
＊マイナンバーカードをお持ちの方
のみ

マイナンバーカードを継続利
用する

マイナンバーカード継続利用
申請

□マイナンバーカード（暗証番号の入力が必要です。）
　＊窓口に来られる方などによって手続の方法が異なりますので、 詳しくは
　　 担当にご相談ください。
　＊転入届後、後日申請することもできますが、90日を超えると継続利用が
　　 できなくなります。

公立小・中学校に通っている
子どもがいる

転校手続
（転入届と同時に手続をしてください。）

□在学証明書
　＊入学通知をお渡ししますので、学校に行く際に必ず持参してください。

国民年金に加入している 原則として手続不要
日本年金機構にマイナンバーが未登録の方は、年金事務所に
「年金受給権者住所変更届」を提出してください。
【横浜南年金事務所】 TEL742-5511

20歳以上60歳未満で、海外か
ら転入してきた人
（外国籍の人を含む）

□本人確認書類（※）
　＊以前日本の年金制度に加入されていた場合は、基礎年金番号が確認
　　 できる書類もお持ちください。

引っ越しと同時に
勤務先を退職した

□基礎年金番号が確認できる書類、またはマイナンバーカード
□本人確認書類（※）　　□退職日がわかる書類

引っ越しと同時に
配偶者の扶養から外れた

国民年金種別変更手続
□基礎年金番号が確認できる書類、またはマイナンバーカード
□本人確認書類（※）　　□扶養から外れた日等がわかる書類

＊第３号被保険者（厚生年金等に加入している配偶者に扶養されている夫または妻）の方は、配偶者の勤務先で手続をしてください。

年金を受給している 原則として手続き不要
日本年金機構にマイナンバーが未登録の方は、年金事務所に
「年金受給権者住所変更届」を提出してください。
【横浜南年金事務所】 TEL742-5511

国民健康保険に加入している 国民健康保険加入手続 □本人確認書類（※）

65歳以上の人がいる
介護保険加入手続
（介護認定については、加入手続後、
２階24番で手続をしてください。）

□本人確認書類（※）

□介護認定の証明書（お持ちの方のみ）

75歳以上の人がいる 後期高齢者医療届
□本人確認書類（※）
□後期高齢者医療資格確認書（前住所地で返却していなかった場合）

□前住所地交付の負担区分証明書（県外から引っ越してきた方のみ）

中学校３年生までの
子どもがいる
※令和８年６月１日から対象年齢を
18歳年度末まで拡大予定

小児医療証交付申請
□子どもの健康保険の内容が確認できるもの（「資格確認書」、「資
格情報のお知らせ」、「マイナポータルの健康保険証画面」等）

ひとり親家庭等
＊条件についてはお問い合わせくだ
さい。

福祉医療証交付申請
＊所得制限等があります。

□健康保険の内容が確認できるもの（「資格確認書」、「資格情報の
お知らせ」、「マイナポータルの健康保険証画面」等）
□前々年分課税証明書

重度障害者医療証の
申請をする
＊身障１・２級、または身障３級でか
つ愛の手帳（療育手帳）Ｂ１をお持ち
の方
＊愛の手帳（療育手帳）Ａ１・Ａ２、ま
たはＢ１でかつ身障３級をお持ちの
方
＊精神障害１級をお持ちの方

※本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書など 裏面へ続く

２階20番
保険年金課
国民年金係
TEL 341-1129

国民年金加入手続

重度障害者医療証交付申請
＊障害の程度により該当しない場合も
あります。

２階18番
保険年金課

保険係
TEL 341-1126

□健康保険の内容が確認できるもの（「資格確認書」、「資格情報の
お知らせ」、「マイナポータルの健康保険証画面」等）
□各手帳
□特定疾病療養受療証（お持ちの方のみ）

２階19番
保険年金課
給付担当

TEL 341-1128

２階14番
戸籍課

登録担当
TEL 341-1118

本人以外が申請する場合や本人確認書類の種類によって、手続・
必要書類が異なりますので、ホームページや電話で確認のうえ、窓
口にお越しください。マイナンバーカード交付申請書は戸籍課窓口
にてお渡しします。

①引っ越しの
手続

令和８年４月更新

▲南区マスコットキャラクター みなっち



手続が必要な場合 手　　続 手続に必要なもの 担当窓口

・身体障害者手帳、療育手帳
（愛の手帳）を持っている（18
歳以上）
＊18歳未満は、２階25番こども家庭
支援課（TEL341-1152）

・精神障害者保健福祉手帳を
持っている

・手帳の転入手続
□各手帳
□マイナンバーカード（お持ちの方）
※施設に入所された方は手続き等が異なる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

自立支援医療（精神通院医
療）を受けている

・自立支援医療受給者証の転
入手続

□健康保険証情報のわかるもの
□自立支援医療受給者証
□マイナンバーカード（お持ちの方）

自立支援医療（更生医療）を
受けている

自立支援医療（更生医療）の
申請手続

□印鑑　　□健康保険証情報のわかるもの
□マイナンバーカード（お持ちの方）
□自立支援医療のみ市民税額のわかる書類
　　　　　 　　＊医療意見書が必要な場合があります。 お問い合わせください。

障害福祉サービスを受けてい
た方（18歳以上）

障害福祉サービスを受けていた
方の横浜市での認定申請手続

□前住所地で交付された受給者証
□障害支援区分認定証明書（前住所地で発行されたもの）

特別障害者手当、神奈川県在
宅重度障害者等手当を受け
ている

住所変更手続 □担当窓口にお問い合わせください

特定医療費（指定難病）受給
者証を持っている

特定医療費転入申請
□受給者証の写し　□健康保険証情報のわかるものの写し
　＊課税証明書や、ご家族の保険証情報のわかるものの写しも必要な場合があり
　　　ますので、お問い合わせください。

65歳以上で
濱ともカードを希望する

濱ともカードの交付申請 □運転免許証・マイナンバーカードなど年齢を確認できるもの

70歳以上で
敬老特別乗車証を希望する

敬老特別乗車証の交付申請 □本人確認書類（※）＊課税証明書が必要な場合があります。

介護認定を受けていた
他都市で介護認定を受けてい
た方の横浜市での認定申請

□受給資格証明書（お持ちの方のみ）

２階24番
高齢・障害支援課

介護保険担当
TEL 341-1138

身体障害者手帳、療育手帳
（愛の手帳）を持っている（18
歳未満）

手帳の住所変更手続
□各手帳

障害福祉サービス受給者証ま
たは障害児通所受給者証を
持っていた（18歳未満）

受給者証発行手続
□前住所地で交付された受給者証
□印鑑（朱肉使用）
　＊その他の書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

障害児関連の手当を受けてい
る（20歳未満）

児童扶養手当を受けている

保育園・幼稚園に通っている
（利用申請中を含む）子どもが
いる

給付認定に関する手続 申請書類は区役所2階25番窓口で配布しています。
２階25番

こども家庭支援課

TEL 341-1149

医療給付制度（小児慢性特定
疾病、養育医療、育成医療）
を受けている

医療給付制度の申請手続
□受給者証　□資格確認書等加入している健康保険の情報がわか
るもの　□課税証明書（１月１日現在のもの）
　＊その他の書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

妊娠している、または
就学前の子どもがいる

母子健康手帳の変更手続
□母子健康手帳
　＊妊婦健康診査費用補助券や乳幼児健康診査受診票をお渡しできる場合があ
ります。

児童手当を受けている

児童手当認定の手続
（引っ越してから１５日以内に手続をしてく
ださい。）
＊申請日の翌月分から支給対象となりま
す（さかのぼっての支給はできません）。

□請求者名義の銀行預金通帳など口座のわかるもの
　＊請求者の被保険者情報がわかる書類（「日本郵政共済組合」に加入している
場合のみ）

対象年齢で未接種の予防接
種がある

予診票の交付

□母子健康手帳（子どもの場合のみ）
□マイナンバーカード、小児医療証など住所・生年月日を確認でき
るもの
　＊対象年齢等、詳細はお問い合わせください。

被爆者健康手帳等を持っている
　＊被爆者の子どもについては、
　 　担当へお問い合わせください。

・被爆者居住地変更届
・被爆者援護費支給申請

□被爆者健康手帳等
□住民票の写し
□手当受給者は手当証書
　＊県外からの転入の場合、手当振込口座の記入が必要です。

肝炎治療受給者証を持ってい
る

肝炎治療受給者証転入届

□肝炎治療受給者証の写し
□住民票の写し
□資格情報のお知らせのコピーまたは資格確認書のコピー
　＊治療方法・薬剤について記入が必要ですので詳細はお問い合わせください。

◎前住所地で廃車手続をしている
　□前登録市町村の廃車申告受付書（廃車証明書）
　□本人確認書類（※）
◎前住所地で廃車手続をしていない
　□前住所地のナンバープレート
　□標識交付証明書　　　□本人確認書類（※）

犬を飼っている 飼い犬の登録事項変更届
□前住所地で交付された鑑札（鑑札が交付されている場合）
□狂犬病予防注射済票（当該年度分）
□マイクロチップの番号（マイクロチップの登録がある場合）

４階43番
生活衛生課
環境衛生係
TEL 341-1192

※本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書など ①

４階41番
福祉保健課
健康づくり係
TEL 341-1185

３階32番
税務課

TEL 341-1160

１２５cc以下のバイクを
持っている

□各手当の証書

軽自動車税申告（報告）書兼
標識交付申請書の提出

住所変更手続

２階25番
こども家庭

支援課
TEL 341-1148

２階25番
こども家庭

支援課
TEL 341-1152

２階23番
高齢・障害

支援課
TEL 341-1136

＊18歳以上は、２階23番高齢・障害支援課（TEL341-1136）

＊18歳以上は、２階23番高齢・障害支援課（TEL341-1136）

＊小児慢性特定疾病、養育医療、育成医療は、２階25番こども家庭支援課（TEL341-1148）


